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（1）

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
家
門
と
譜
代
大
名
の
中
間
に
位
置
す
る
桑
名
藩
久
松
松
平
家
の

家
臣
団
の
経
済
的
な
基
盤
で
あ
る
知
行
形
態
を
分
析
す
る
こ
と
に
あ
る
。

各
大
名
家
に
お
け
る
職
制
や
知
行
形
態
に
つ
い
て
は
、
類
似
す
る
点
が
多
い
が
、

立
藩
事
情
が
一
様
で
は
な
く
形
成
過
程
が
異
な
る
た
め
細
部
に
至
っ
て
は
様
々
で
あ

る
。特

に
知
行
制
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
多
く
の
論
考
が
見
ら
れ
、
地
方
知
行
制
か
ら

俸
禄
制
へ
の
転
換
と
い
う
流
れ
の
中
で
、
十
七
世
紀
中
頃
ま
で
に
地
方
知
行
制
が
蔵

米
知
行
制
と
同
様
な
形
態
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
形
骸
化
の
問
題
が
提
起
さ
れ
た
一

方
で
、
地
方
知
行
＝
後
進
的
、
蔵
米
知
行
＝
先
進
的
と
い
う
図
式
へ
の
疑
問
、
蔵
米

知
行
へ
の
移
行
と
い
う
よ
り
も
地
方
知
行
採
用
条
件
の
欠
如
の
可
能
性
な
ど
が
指
摘

さ
れ
、
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
あ
る（１
）。

こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
家
臣
団
形
成
過
程
、
藩
職
制
や
藩
財
政
と
の
関
連

も
含
め
ト
ー
タ
ル
に
検
討
し
て
い
く
必
要
の
あ
る
事
柄
で
あ
る
。
地
方
知
行
制
の
形

骸
化
、
各
藩
に
よ
る
地
方
知
行
制
の
実
施
の
ば
ら
つ
き
な
ど
も
見
ら
れ
、
概
し
て
国

持
大
名
や
御
三
家
で
は
地
方
知
行
制
が
、
譜
代
大
名
や
小
大
名
で
は
俸
禄
制
が
実
施

さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る（２
）。

と
こ
ろ
で
、
桑
名
藩
の
場
合
、
松
平
定
勝
・
定
行
の
後
を
受
け
た
定
綱
の
家
臣
団

の
構
造
や
形
成
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
中
で
、
家
門
と
譜
代
大
名
に
位
置
す
る
久
松

松
平
家
の
家
臣
団
形
成
過
程
は
、
転
封
地
で
の
家
臣
取
立
や
処
分
大
名
家
臣
の
取
立

な
ど
家
門
や
譜
代
大
名
の
家
臣
団
形
成
過
程
に
類
似
し
た
も
の
で
、
付
家
老
・
参
勤

交
代
に
伴
う
江
戸
と
領
国
と
の
家
臣
分
散
化
・
家
格
な
ど
の
点
で
差
異
が
あ
っ
た（３
）。

そ
の
後
の
定
良
、
定
重
の
時
代
に
は
地
方
支
配
に
適
合
し
た
行
政
官
僚
的
な
家
臣
団

編
成
へ
の
変
容
、
加
増
や
昇
進
に
あ
た
っ
て
家
格
を
優
先
し
身
分
秩
序
の
確
立
を
行
っ

た
、
と
の
結
論
を
得
た（４
）。

し
か
し
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
、
定
綱
時
代
や
そ
れ
以
降

の
家
臣
団
編
成
や
職
制
を
支
え
る
た
め
の
経
済
基
盤
で
あ
る
知
行
形
態
に
つ
い
て
は

論
究
す
る
こ
と
が
で
き
ず
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た（５
）。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
問
題
意
識
や
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
、

先
行
研
究（６
）を

踏
ま
え
、
定
綱
・
定
良
・
定
重
時
代
の
家
臣
団
の
経
済
基
盤
と
な
る
知

行
形
態
を
分
析
し
、
桑
名
藩
の
基
礎
研
究
の
一
助
と
し
た
い
。

第
一
章

近
世
前
期
の
家
中
物
成
と
知
行
制

第
一
節

家
中
物
成
に
つ
い
て

ま
ず
、
定
綱
時
代
の
家
臣
団
を
経
済
的
に
支
え
る
家
中
物
成
を
見
よ
う
。
桑
名
藩

の
場
合
は
定
綱
時
代
に
家
中
物
成
に
関
す
る
規
定
が
出
さ
れ
、
そ
の
中
で
四
つ
物
成

が
定
め
ら
れ
た
。

〔
史
料
一
〕
（
７
）

一
上
田
壱
反
歩

三
百
坪
な
り

近
世
前
期
の
桑
名
藩
の
知
行
制
に
つ
い
て

久
松
松
平
氏
を
事
例
に

藤

谷

彰
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此
分
米
壱
石
五
斗

十
五
ノ
石
盛

此
取
米
五
（
八
）

斗
八
（
二
）

升
五
合

五
ツ
五
分
ノ
物
成
免

但
、
分
米
ト
云
ハ
辻
高
之
事
ナ
リ

又
草
高
共
云
也

（
中
田
・
下
田
・
下
々
田
略
）

右
四
口
物
成
之
免
平
均
に
し
て
四
ツ
物
成
に
し
て
、
家
中
之
者
知
行
高
百
石
の

取
米
四
拾
石
、
是
ヲ
納
メ
四
斗
ニ
割
者
納
百
俵
也

但
、
納
四
斗
ハ
納
壱
俵
也

納
壱
斗
ハ
升
目
一
斗
七
合
五
勺
、
左
候
へ
者
升
目
四
斗
三
升
入
ニ
而
納
四

斗
と
云
也

外
に
四
拾
石
ニ
口
米
納
一
石
二
斗
、
高
百
石
ニ
ハ
合
百
三
俵
納
相
渡
候
也

右
者
桑
名
ニ
而
近
国
江
御
聞
合
之
御
定
也

こ
の
法
令
は
定
綱
時
代
の
慶
安
元

（
一
六
四
八
）
年
頃
に
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

桑
名
藩
の
物
成
が
四
つ
物
成
で
あ
る
こ
と
、
蔵
米
知
行
の
あ
り
方
が
示
さ
れ
、
家
中

物
成
は
四
つ
物
成
に
口
米
と
し
て
三
％
を
加
算
し
て
算
出
す
る
こ
と
、
一
○
○
石
知

行
の
者
で
あ
れ
ば
、
取
米
四
○
石
と
口
米
一
石
二
斗
と
を
合
わ
せ
て
四
一
石
二
斗
、

俵
換
算
に
す
る
と
一
○
三
俵
と
な
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
桑
名
藩

の
蔵
米
知
行
と
は
、
物
成
に
口
米
を
付
加
し
た
知
行
形
態
と
考
え
ら
れ
、
俸
禄
は
お

そ
ら
く
藩
庫
か
ら
一
括
支
給
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
蔵
米
知
行
同
様
、

藩
庫
か
ら
俸
禄
が
支
給
さ
れ
る
形
態
の
切
米
取
は
、
口
米
加
算
が
な
く
、
俸
禄
が
数

回
に
分
け
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
中
で
桑
名
藩
の
物
成
は

「
近
国
江
御
聞
合
之
御
定
也
」
と
近
国
の
物

成
免
を
参
考
に
し
て
決
定
し
た
と
あ
り
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
桑
名
藩

を
取
り
巻
く
各
藩
の
場
合
、
尾
張
藩
で
は
正
保
改
革
に
よ
り

「
四
ツ
概
」
が
実
施
さ

れ
、
亀
山
藩
で
も
新
知
加
増
は

「
四
物
成
」
、
津
藩
で
も
慶
長
十
三
年
の
高
虎
の
伊

賀
・
伊
勢
国
入
封
以
降

「
四
つ
物
成
」
、
紀
州
藩
で
も
正
保
の
改
革
に
よ
り
今
高
免

が
採
用
さ
れ
て

「
四
ツ
三
分
」
の
免
率
が
設
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
が
桑
名
藩
に
多
大

な
影
響
を
及
ぼ
し
、
し
か
も
地
域
慣
行
、
生
産
性
、
生
産
条
件
が
近
似
す
る
一
定
の

地
域
に
お
い
て
、
「
近
国
並
」
「
隣
国
並
」
に
物
成
免
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
家
中
諸

士
を
十
分
に
納
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（８
）。

こ
の
よ
う
な
近
国
の
作
法
を
参
考
に
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
「
近
国
守
護
所
之
掟

家
中
之
作
法
兼
而
よ
く
聞
届（９
）」

と
家
中
訴
訟
や
「
近
国
之
家
中
諸
役
等
積
能
々
聞
届（

」

な
ど
配
当
扶
持
の
算
用
の
際
に
も
見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
定
綱
掟
書
の
年
貢
に
関
す
る
掟
書
に
は
、

〔
史
料
二
〕
（

掟

一
、
年
貢
納
俵
之
事
江
戸
御
定
之
升
を
以
四
斗
入
、
但
計
様
美
濃
・
尾
張
惣
並

御
給
人
年
貢
ニ
計

一
、
免
状
之
事
地
詰
之
帳
面
を
以
反
畝
ニ
懸
取
付
候
間
、
如
免
帳
之
面
庄
屋
肝

煎
惣
百
姓
お
し
な
へ
田
畑
於
帳
面
ニ
付
銘
々
納
所
可
仕
事
、
但
新
田
開
発
百

姓
自
分
と
し
て
永
荒
野
地
等
を
開
候
ハ
本
田
之
取
ニ
随
ひ
免
を
可
被
下
事

一
、
諸
役
持
合
造
作
之
所
近
庄
（
在
カ
）並

之
外
夥
敷
用
捨
被
仰
付
候
間
、
此
勘
を
以
年

貢
別
情
を
出
し
納
所
仕
候
様
可
申
付
候
事

右
定
之
条
々
聊
茂
相
背
於
交
私
計
者
罪
科
可
被

仰
付
候
間
、
急
度
此
旨
を
存

不
可
有
油
断
者
也

慶
安
元
年
十
一
月
廿
八
日

八
郎

（
奥
平
）

左
衛
門

十
郎

（
久
松
）

左
衛
門

郡
代
中

惣
代
官
中

と
あ
り
、
年
貢
納
入
の
升
の
設
定
、
し
か
も
入
部
直
前
の
美
濃
国
大
垣
時
代
や
尾
張

国
給
人
と
同
様
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
年
貢
徴
収
体
制
も
免
状
の
一
定
の

（2）
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仕
法
に
よ
る
藩
主
導
の
一
括
納
入
を
指
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
慶
安
期
に
は

少
な
く
と
も
藩
主
導
の
年
貢
徴
収
体
制
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
桑
名
藩
家
臣

の
給
与
が
蔵
米
知
行
を
行
え
る
体
制
を
意
味
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。
な
お
、
こ

の
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
に
地
域
に
所
在
す
る
年
貢
割
付
状
は
郡
奉
行
を
中
心
と
し

た
一
定
の
書
式
の
も
の
が
発
給
さ
れ
て
い
る（

）。

以
上
の
よ
う
に
四
つ
物
成
、
年
貢
割
付
状
の
一
括
発
給
に
よ
り
桑
名
藩
の
知
行
形

態
は
蔵
米
知
行
制
を
主
体
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
格
式
や
知

行
高
に
よ
り
知
行
形
態
が
異
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
次
節
で
は
そ
の
点
に
つ
い

て
ふ
れ
て
み
よ
う
。

第
二
節

知
行
形
態
の
分
類

次
に
桑
名
藩
の
知
行
形
態
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
見
よ
う
。
そ
の
前

に
格
式
の
整
理
を
行
う（

）。

〔
史
料
三
〕
（

）

一

知
（
地
カ
）方

ニ
而
知
行
被
下
候
事
、
右
者
千
石
以
上
地
方
ニ
而
知
行
所
被
下
候
、

御
家
之
古
法
也
、
千
石
以
下
ハ
御
蔵
米
ニ
而
被
下
候
、
然
れ
と
も
一
向
軽
キ

も
の
共
ニ
ハ
地
方
少
々
被
下
候
も
有
之
候
得
共
、
御
会
釈
ニ
者
無
之
候
、
下

妻
ニ
而
菅
谷
左
太
夫
江
地
方
三
百
石
被
下
候
ハ
別
之
事
也

（
中
略
）

一
五
拾
石
以
下
ハ
御
切
米
取
候
分
ハ
給
人
並
と
御
唱
御
座
候
由
、（
中
略
）
百
石

以
下
五
拾
石
迄
ハ
小
知
行
と
御
定
御
座
候

（
下
略
）

こ
の
史
料
で
は
知
行
形
態
が
地
方
知
行
・
蔵
米
知
行
・
切
米
の
三
段
階
に
分
類
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
一
○
○
○
石
以
上
は
地
方
知
行
、
そ
れ
以

下
は
蔵
米
知
行
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
一
○
○
石
か
ら
五
○
石
ま
で
は
小
知

行
と
言
っ
た
こ
と
、
五
○
石
以
下
は
切
米
取
で
給
人
並
と
唱
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
実
際
の
運
用
に
あ
た
っ
て
は
、
分
限
帳
に
は
切
米
取
以
外
に
も
現
米
取
・
給
金

取
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
扶
持
米
が
加
扶
持
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た（

）。

寛
永
末
期
か
ら
貞
享
三

（
一
六
八
六
）
年
ま
で
の
家
臣
団
を
知
行
形
態
別
に
分
類

し
た
も
の
が
表
で
あ
る
。

家
臣
団
の
総
計
は
、

寛
永
末
期
六
二
二
人
、

正
保
三

（
一
六
四
六
）
～
慶
安
元

（
一
六
四
八
）
年
八
二
三
人
、
慶
安
三
・
四
年
九
六
二
人
、

明
暦
三

（
一
六
五
七
）
年
八
六
二
人
、
寛
文
十

（
一
六
七
○
）
年
一
○
一
四
人
、
貞

享
三
年
六
一
九
人
と
な
る
。
そ
の
内
訳
は
、
知
行
取

（
地
方
取
・
蔵
米
取
・
小
知
行

取
）
と
・
切
米
取
の
合
計
が
寛
永
末
期
三
七
九
人
、
正
保
三
～
慶
安
元
年
四
○
二
人
、

慶
安
三
・
四
年
四
三
四
人
、
明
暦
三
年
三
六
○
人
、
寛
文
十
年
四
○
三
人
、
貞
享
三

年
三
二
九
人
で
、
慶
安
期
が
突
出
し
て
増
加
し
て
い
る
。

ま
た
知
行
形
態
別
に
見
る
と
、
知
行
取
は
寛
永
末
期
か
ら
一
一
～
一
三
人
と
横
這

い
で
固
定
化
さ
れ
て
い
る
。
蔵
米
取
は
寛
永
末
期
か
ら
時
代
を
追
っ
て
増
加
傾
向
に

あ
る
が
、
貞
享
三
年
は
減
少
し
て
い
る
。
小
知
行
取
は
寛
永
末
期
に
は
七
○
人
で
あ
っ

た
も
の
が
一
○
～
二
○
人
台
と
減
少
し
て
い
る
。
切
米
取
は
寛
永
末
期
か
ら
慶
安
期

に
か
け
増
加
し
た
が
、
明
暦
期
に
減
少
し
、
寛
文
期
以
降
増
加
し
た
。
現
米
取
・
扶

持
米
取
・
給
金
取
は
定
綱
時
代
の
末
期
の
慶
安
三
・
四
年
に
は
五
二
八
人
と
最
大
で

あ
り
、
明
暦
期
に
減
少
し
、
寛
文
期
に
は
増
加
す
る
。
し
か
し
、
貞
享
期
に
は
再
び

減
少
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
総
計
と
知
行
別
形
態
か
ら
見
る
と
、
寛
永
末
期
か
ら
慶
安
期
ま
で

が
定
綱
時
代
で
家
臣
を
増
加
し
、
特
に
小
役
人
を
増
加
す
る
こ
と
で
地
方
支
配
体
制

の
強
化
を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
明
暦
か
ら
寛
文
期
に
か
け
て
は
、
明
暦
期

は
定
綱
の
養
子
と
な
っ
た
定
重
の
入
封
直
後
で
家
臣
団
の
再
構
築
期
に
あ
た
り
、
そ

れ
が
人
数
減
少
に
つ
な
が
り
、
そ
の
後
寛
文
期
ま
で
に
徐
々
に
増
強
し
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
貞
享
期
は
全
体
が
減
少
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
後
述
す
る
天

和
元

（
一
六
八
一
）
年
の
大
風
雨
に
よ
る
家
臣
団
削
減
及
び
同
三
年
の
久
松
氏
以
下

の
解
雇
の
影
響
が
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
桑
名
藩
の
知
行
形
態
は
、
地
方
知
行
取
は
い
た
が
、
そ
の
主
体
は
四
つ
物
成

（3）
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（4）

知行形態 知行高
寛永19～正保２ 正保３～慶安元 慶安３～４ 明暦３年 寛文10年 貞享３年

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
石 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

知行取 2000～5000 5 1.5 6 1.6 4 1.3 2 0.6 3 1.0 1 0.4

（地方取・ 1000～1900 8 2.3 7 1.9 9 2.9 10 3.1 10 3.2 10 4.2

蔵米取・ 600～990 4 1.2 4 1.1 9 2.9 6 1.9 3 1.0 4 1.7

小知行取） 500～590 20 5.8 17 4.7 14 4.6 12 3.8 10 3.2 5 2.1

400～490 3 0.9 3 0.8 9 2.9 11 3.4 13 4.2 10 4.2

300～390 28 8.2 32 8.8 28 9.1 35 10.9 41 13.3 31 13.0

200～290 51 14.9 72 19.7 58 18.9 68 21.3 71 23.0 46 19.2

150～190 40 11.7 41 11.2 46 15.0 51 15.9 43 13.9 41 17.2

100～140 94 27.4 121 33.2 101 32.9 98 30.6 97 31.4 78 32.6

50～90 70 20.4 45 12.3 13 4.2 25 7.8 12 3.9 13 5.4

20～40 20 5.8 17 4.7 16 5.2 2 0.6 6 1.9 0 0.0

合計 343人 100.1 365人 100.0 307人 99.9 320人 99.9 309人 100.0 239人 100.0

55.1%
75605石/
100俵/

36人扶持
44.3%

82680石/
100俵/

124人扶持
31.9%

77240石/
200俵

現石20石
/42人扶持

37.1%
77560石/
300俵/

50人扶持
30.5%

78003石/
215人扶持

38.6%
60210石/
15人扶持

切米取 200～500俵 13 36.1 7 18.9 7 5.5 5 12.5 3 3.2 1 1.1

100～150 17 47.2 9 24.3 13 10.2 6 15.0 9 9.6 2 2.2

60～70 5 3.9 0 0.0 2 2.1 2 2.2

30～50 6 16.7 5 13.5 50 39.4 9 22.5 46 48.9 82 91.1

２～20 16 43.2 52 40.9 20 50.0 34 36.2 3 3.3

合計 36人 100.0 37人 99.9 127人 99.9 40人 100.0 94人 100.0 90人 99.9

5.8%
5290俵/
478人扶持

4.5%
3536俵/
458人扶持
/大豆40俵

13.2%

6145俵/
383人扶持/
大豆40俵/
金2両1分/
銀50枚

4.6%
2815俵/
50両/

245人扶持
9.3%

4161俵/
50両/
銀5枚/

418人扶持

14.5%
3460俵/

306人扶持

現米取 20石以上 14 100.0 16 4.9 17 3.8 14 3.8 19 4.3 7 3.3

10～19 126 38.9 199 44.5 147 39.6 161 36.3 89 42.0

１～９ 182 56.2 231 51.7 210 56.6 263 59.4 116 54.7

合計 14人 100.0 324 100.0 447 99.9 371人 100.0 443人 100.0 212人 100.0

2.3%
300石/114
人扶持

39.4%

3166.2石/
金13両2分
/合力20石
/869.5人

扶持

46.5%

4381石/
金10両2分
/現米21俵
/1145.5人

扶持

43.0%

3639石/
地方2石/
金6両
銀250目

/986人扶持

43.7%

4248.22石
/地方0.87石
/麦10俵/
金4両/

1184人扶持

34.2%
2156.5石
/561人
扶持

扶持米取 6～20人扶持 7 3.1 2 3.8 7 24.1 4 9.5 18 20.2 5 18.5

４～５ 51 22.8 2 3.8 4 13.8 9 21.4 10 11.2 6 22.2

１～３ 166 74.1 49 92.5 18 62.1 29 69.0 61 68.5 16 59.3

合計 224人 100.0 53人 100.1 29人 100.0 42人 99.9 89人 99.9 27人 100.0

36% 810人扶持 6.4% 121人扶持 3% 133人扶持 4.9% 143人扶持 8.8% 412人扶持 4.4% 129人扶持

給金取 10両以上 2 4.5 3 5.8 5 5.6 8 10.1 2 3.9

１分～９両 5 100.0 42 95.5 49 94.2 84 94.4 71 89.9 49 96.1

合計 5人 100.0 44人 100.0 52人 100.0 89人 100.0 79人 100.0 51人 100.0

0.8%
14両/25人

扶持
5.3%

202両1分/
1136人
扶持/
銀30枚

5.4%
205両1分/
111.5人
扶持/1石

10.3%
439両2分
/215人
扶持

7.8%
362両1分/
227人扶持

8.2%
241両1分
128人扶持

人数 622人 823人 962人 862人 1014人 619人

知行高 75605石 82680石 77540石 77562石 78003石 60210石

切米高 5390俵 3636俵 6366俵 3115俵 4161俵 3460俵

現米高 300石 3166.2石 4401石 3639石 4248.22石 2156.5石

扶持米高 1463人扶持 1708.5人扶持 1683扶持 1639人扶持 2456人扶持 1139人扶持

給金高等 14両 215両3分 218両 495両2分 416両1分 241両1分

銀30枚 銀50枚 銀250目 銀5枚

合力20石 大豆40俵 麦10俵

大豆40俵

桑名市博物館分限帳番号4.6.13.17.26、東北大学狩野文庫分限帳による。分限帳の数値は、書式が一定でないため、概数となる。

表. 寛永～貞享期の家中知行高・人数変遷表．
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の
蔵
米
知
行
取
や
切
米
取
・
扶
持
米
取
・
給
金
取
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
桑
名
藩
の
家
臣
団
は
他
の
譜
代
大
名
と
類
似
し
た
傾
向
を
見
出
せ
る
。

第
二
章

上
級
家
臣
の
知
行
制

第
一
節

上
級
家
臣
の
家
臣
団
の
様
相

桑
名
藩
の
上
級
階
層
に
つ
い
て
は
一
部
地
方
知
行
制
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
は

前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
上
級
家
臣
の
知
行
・
家
臣
団
等
に
つ
い
て
論

究
し
て
み
よ
う
。
先
行
研
究
で
は
譜
代
大
名
の
場
合
、
転
封
回
数
が
多
く
、
知
行
宛

行
が
煩
雑
に
な
る
た
め
、
地
方
知
行
制
は
取
り
に
く
い
と
さ
れ
て
お
り
、
桑
名
藩
に

お
い
て
も
家
門
・
譜
代
大
名
の
中
間
的
な
位
置
に
あ
る
の
で
こ
の
よ
う
な
提
起
は
示

唆
的
で
あ
る
。
た
だ
、
定
綱
時
代
の
一
○
○
○
石
以
上
の
給
人
の
数
は
一
一
～
一
三

人
ほ
ど
と
少
な
く
、
諏
訪
藩
に
見
る
よ
う
に
譜
代
大
名
に
も
地
方
知
行
制
を
採
用
し

て
い
る
藩
も
あ
り（

）、
地
方
知
行
が
な
か
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。
そ
の
点
を
考
慮

し
て
も
史
料
に
あ
る
地
方
知
行
の
実
施
は
あ
る
程
度
見
込
ま
れ
る
。

ま
た
後
年
の
史
料
で
あ
る
が
、

〔
史
料
四
〕
（

）

一
御
手
配
之
事

寛
永
年
中
也

一
吉
村
又
右
衛
門

与
力
足
軽
五
拾
人
此
外
組
付
有
之

知
行
所
大
矢
地
（
知
）

村

（
以
下
略
）

一
三
輪
権
右
衛
門

与
力
足
軽
五
拾
人
此
外
組
付
有
之

知
行
所
大
矢
地
（
知
）

村

（
以
下
略
）

一
久
松
十
郎
左
衛
門

組
付
与
力
有
之

知
行
所
保
々
村

（
以
下
略
）

（
中
略
）

一
久
徳
織
部

同
知
行
所
柚
井
村

と
あ
り
、
一
○
○
○
石
以
上
の
家
臣
の
内
、
組
頭
で
あ
っ
た
四
名
に
つ
い
て
は
、
支

配
下
の
与
力
や
足
軽
人
数
、
知
行
所
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
知
行
所
は
、

す
べ
て
実
在
し
た
村
落（

）で
あ
り
、
さ
ら
に
検
討
の
余
地
は
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と

も
寛
永
期
の
組
頭
で
一
部
の
者
は
地
方
知
行
制
の
も
と
で
村
落
を
宛
行
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
地
方
知
行
は
村
高
か
ら
考
え
る
と
、
一
村
丸
ご
と
と
い

う
も
の
で
は
な
く
、
村
落
の
一
部
を
知
行
所
と
し
て
直
接
に
支
配
し
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
知
行
所
に
対
し
て
給
人
が
ど
の
程
度
の
権
限
を
有
し

て
い
た
の
か
疑
問
が
残
る
。
伊
勢
国
で
地
方
知
行
が
実
施
さ
れ
て
い
た
津
藩
・
紀
州

藩
の
家
臣
で
さ
え
、
そ
の
権
限
は
か
な
り
制
限
さ
れ
て
い
た（

）こ
と
か
ら
、
桑
名
藩
の

場
合
も
給
人
へ
の
制
限
は
か
な
り
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
上
級
家
臣
に
は
藩
が
召
し
抱
え
た
与
力
・
足
軽
を
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。
与
力
に
関
し
て

「
三
和
録
」
上（

）に
は
、
「
与
力
之
事
由
（
柚
）

井
村
ニ

与
力
八
拾
騎
被
差
置
、
近
江
境
之
急
変
之
為
成
候
由
、
宮
川
織
右
衛
門
由
緒
書
ニ
も

見
る
也
」
と
あ
り
、
柚
井
村
に
近
江
境
警
備
の
た
め
の
与
力
を
八
○
騎
置
い
た
こ
と

が
宮
川
織
右
衛
門
由
緒
書
に
見
え
る
と
あ
る
。
足
軽
に
つ
い
て
は

「
足
軽
之
事
、
右

者
百
性
之
子
共
御
吟
味
候
而
被
抱
一
季
居
之
役
ニ
付
、
妻
持
之
事
ハ
無
之
古
法
也
、

一
法
様
御
代
年
寄
中
ニ
ハ
家
ニ
よ
り
自
分
支
配
之
足
軽
有
之
也
、
皆
以
御
軍
法
也
、

大
坂
御
陣
之
時

自
分
支
配
と
在
之
三
輪
弥
右
衛
門
元
継
江
御
足
軽
拾
七
人
被
下
置

候
」
と
あ
り
、
百
姓
か
ら
一
代
限
り
の
召
し
抱
え
を
し
、
定
綱
時
代
の
年
寄
家
に
は

自
分
支
配
の
足
軽
が
お
り
、
三
輪
弥
右
衛
門
に
も
一
七
人
の
足
軽
を
下
さ
れ
た
と
あ

る
。
こ
れ
に
続
き
、
吉
村
又
右
衛
門
に
五
○
人
、
蜂
屋
弥
兵
衛
・
小
嶋
清
左
衛
門
・

本
多
八
郎
兵
衛
・
土
橋
平
治
に
そ
れ
ぞ
れ
二
一
人
、
大
関
五
兵
衛
に
一
六
人
の
足
軽

が
付
け
ら
れ
た
と
あ
り
、
足
軽
に
は

「
自
分
支
配
の
足
軽
」
と
「
付
属
さ
れ
た
足
軽
」

の
二
種
類
が
あ
っ
た（

）。

慶
安
期
の

「
分
限
帳
」
（

）

で
は
組
頭
と
な
る
給
人
に
与
力
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

松
平
大
学

（
三
○
○
○
石
）
に
は
一
○
○
・
六
○
・
五
○
石
の
与
力
が
八
人
、
服
部

（5）
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源
右
衛
門

（
二
○
○
○
石
）
に
も
同
じ
禄
高
の
与
力
が
一
三
人
い
た
。
吉
村
又
右
衛

門

（
五
○
○
○
石
）
に
は
七
○
・
六
○
・
五
○
石
の
与
力
が
一
○
人
、
久
松
十
郎
左

衛
門
（
二
○
○
○
石
）
に
も
一
○
○
石
の
与
力
が
六
人
、
久
徳
織
部
（
二
○
○
○
石
）

に
も
六
○
・
五
○
石
の
与
力
が
一
六
人
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
服
部

左
太
夫
に
は

「
百
人
地
方
足
軽
」
、
富
岡
半
右
衛
門
に
は

「
五
十
人
地
方
足
軽
」
、
田

中
甚
兵
衛

（
二
五
○
石
一
○
○
俵
合
力
）
に
は

「
三
十
一
人
地
方
足
軽
」
、
喜
多
又

左
衛
門

（
二
五
○
石
一
○
○
俵
合
力
）
に
は

「
三
十
人
地
方
足
軽
」
が
付
属
さ
れ
て

い
る
。

「
天
明
由
緒
」
（

）

に
は
、
久
徳
織
部
の
兄
で
あ
る
久
徳
左
馬
助
の
項
に

「
左
馬
助
儀

隠
居
分
ニ
而
五
十
人
扶
持
ニ
三
百
俵
馬
之
飼
料
等
被
下
置
、
御
領
内
柚
井
村
ニ
屋
敷

被
下
置
候
、
此
所
者
美
濃
口
境
目
ニ
付
被
指
置
候
由
ニ
而
与
力
を
も
弐
拾
騎
被
遣
被

置
、
則
左
馬
助
屋
敷
近
辺
ニ
右
与
力
小
屋
被
仰
付
候
」
と
あ
り
、
久
徳
一
族
で
あ
る

左
馬
助
が
美
濃
国
境
の
柚
井
村
へ
の
隠
居
の
際
に
扶
持
米
、
馬
草
料
の
手
当
を
宛
行

わ
れ
、
与
力
二
○
騎
が
付
属
さ
せ
ら
れ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
一
○
○
○
石
以
上
の
上
級
家
臣
の
知
行
形
態
は
地
方
知
行
で
、

与
力
や
足
軽
を
付
け
ら
れ
て
い
た
。
与
力
の
付
属
は
、
近
江
・
美
濃
国
と
の
境
目
で

あ
り
、
急
変
が
あ
っ
た
時
の
対
処
の
た
め
に
置
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

第
二
節

上
級
家
臣
の
吉
村
家
の
知
行
制

上
級
家
臣
の
知
行
形
態
に
つ
い
て
さ
ら
に
深
化
さ
せ
る
た
め
に
吉
村
又
右
衛
門
家

を
事
例
に
し
て
検
討
し
て
み
よ
う（

）。
久
松
松
平
家
中
の
中
で
吉
村
一
族
は
本
家
で
あ

る
又
右
衛
門
家
を
中
心
に
権
左
衛
門
家
・
外
記
家
の
三
家
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
本

家
で
あ
る
又
右
衛
門
家
は
元
々
安
芸
国
広
島
城
主
で
あ
っ
た
福
嶋
正
則
家
に
仕
官
し

て
い
た
が
、

正
則
の
改
易
後
一
時
本
多
美
濃
守
、

森
美
作
守
に
仕
え
、

寛
永
十
六

（
一
六
三
九
）
年
に
松
井
平
之
允
を
仲
介
に
し
て
定
綱
に
仕
官
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

取
立
直
後
の
吉
村
家
の
桑
名
藩
に
お
け
る
位
置
づ
け
は
、
寛
永
十
九
年
十
一
月
の

松
平
定
綱
の
定
め
た
掟
書
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

〔
史
料
五
〕
（

）

一
松
平
大
学
・
服
部
源
右
衛
門
・
吉
村
又
右
衛
門
名
代
壱
人
充
寄
合
所
へ
指
越
、

其
日
之
用
所
之
儀
落
着
候
旨
題
目
於
有
之
儀
ハ
帳
面
ニ
書
写
心
得
候
而
肝
要

之
事

（
後
略
）

と
あ
り
、
吉
村
又
右
衛
門
は
定
綱
の
一
族
で
あ
る
松
平
大
学
・
服
部
源
右
衛
門
と
と

も
に
上
級
家
臣
と
し
て
職
務
を
仰
せ
付
け
ら
れ
て
い
る
。
別
の
史
料（

）で
も
家
中
訴
訟

に
あ
た
り
又
右
衛
門
へ
報
告
さ
せ
る
な
ど
藩
政
の
中
枢
を
担
う
重
要
な
役
職
に
あ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

寛
永
十
六
年
に
新
規
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
吉
村
家
に
発
給
さ
れ
た
目
録
に
は
、

〔
史
料
六
〕
（

）

一
高
五
千
石
者

吉
村
又
右
衛
門
殿

一
同
千
石
者

吉
村
勘
右
衛
門
殿

一
同
五
百
石
者

吉
村
権
左
衛
門
殿

合
六
千
五
百
石

右
之
外
与
力
給
知
三
ケ
所
目
録
有
別
紙
、
各
全
有
収
納
者
也
、
仍
如
件

寛
永
十
六
年
三
月
廿
二
日

定
綱

（
花
押
）

と
あ
る
。

こ
れ
は
、
吉
村
又
右
衛
門
を
は
じ
め
と
す
る
一
族
に
対
し
定
綱
か
ら
発
給
さ
れ
た

知
行
目
録
の
写
で
あ
る
。
又
右
衛
門
に
五
○
○
○
石
、
又
右
衛
門
の
嫡
男
で
あ
る
勘

右
衛
門
に
一
○
○
○
石
、
三
男
で
あ
る
権
左
衛
門
に
五
○
○
石
、
合
計
で
六
五
○
○

石
の
知
行
を
宛
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
知
行
以
外
に

「
与
力
給
知
三
ケ
所

目
録
有
別
紙
」
と
あ
る
よ
う
に
、
次
の

「
目
録
」
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。

〔
史
料
七
〕
（

）目
録

高
平
千
九
拾
七
石
弐
斗
参
升
三
合

広
永
村

（6）
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高
平
弐
百
五
拾
七
石
六
斗
弐
升
八
合

山

村

高
平
四
百
弐
拾
六
石
九
斗
八
升
六
合

埋
縄
村

合
千
七
百
八
拾
石
九
斗
八
升
七
合

右
三
ケ
村
之
内
山
村
者
与
力
居
屋
敷
分
、
広
永
・
埋
縄
者
自
分
之
為
馬
草
場
可

有
支
配
者
也
、
仍
如
件

寛
永
十
六
年
三
月
廿
二
日

定
綱

（
花
押
）

吉
村
又
右
衛
門
殿

こ
の
別
紙
目
録
に
は
与
力
給
知
三
ケ
所
に
関
す
る
事
項
が
書
留
ら
れ
て
い
る
。
広

永
村
・
山
村
・
埋
縄
村
の
内
、
山
村
は
与
力
居
屋
敷
分
、
広
永
村
・
埋
縄
村
は
吉
村

家
の
馬
草
場
と
し
て
支
配
す
る
よ
う
に
と
の
指
示
で
あ
る
。
発
給
日
は
前
掲
史
料
同

様
寛
永
十
六
年
三
月
二
十
二
日
で
あ
る
。
前
述
し
た
与
力
の
経
済
的
な
基
盤
を
支
え

る
も
の
で
あ
る
。
与
力
の
存
在
と
与
力
へ
の
手
当
給
付
に
あ
た
っ
て
、
地
方
知
行
形

態
を
残
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
点
が
看
取
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
正
保
三

（
一
六
四
六
）
年
に
吉
村
将
監
宣
光
を
召
し
抱
え
る
際
に
、
知

行
目
録
を
発
給
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
時
に
作
成
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
家
老
連
署

状
は
、

〔
史
料
八
〕
（

）

高
千
石
吉
村
将
監
江
被
遣
候
、
給
方
な
ら
し
を
以
、
当
戌
之
所
務
よ
り
可
被
相

渡
者
也正

保
三
年
十
二
月
十
八
日

本
多
八
郎
右
衛
門

久
松
十
郎
左
衛
門

給
方
御
代
官
衆
中

と
あ
り
、
本
多
八
郎
右
衛
門
・
久
松
十
左
衛
門
両
名
の
連
署
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、

宛
所
が

「
給
方
御
代
官
衆
中
」
宛
に
な
っ
て
お
り
、
藩
内
で
の
所
務
に
用
い
ら
れ
た

文
書
の
写
の
可
能
性
が
高
く
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
知
行
目
録
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
れ
を
も
と
に
吉
村
又
右
衛
門
の
二
男
で
あ
る
将
監
宣
光
に
知
行
目
録
が
発
給

さ
れ
た
可
能
性
が
あ
り

「
当
戌
之
所
務
よ
り
可
被
相
渡
者
也
」
と
、
正
保
三
年
の
年

貢
収
納
か
ら
吉
村
将
監
へ
蔵
米
を
渡
す
蔵
米
知
行
が
実
施
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
吉
村
又
右
衛
門
家
に
藩
か
ら
与
力
が
付
さ
れ
、
足
軽
を
召
し
抱
え
て

い
た
事
例
は
前
述
し
た
が
、
吉
村
一
族
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

〔
史
料
九
〕
（

）

覚

一
千
七
百
石

吉
村
将
監

内
弐
百
石
同
心

一
弐
百
五
拾
石

吉
村
儀
左
衛
門

一
弐
百
五
拾
石

吉
村
久
太
夫

一
百
五
拾
石

小
林
清
右
衛
門

一
百
五
拾
石

松
本
平
兵
衛

〆
弐
千
九
（
五
カ
）百

石

一
千
五
百
石

吉
村
権
左
衛
門

内
弐
百
石
お
か
め

一
百
五
拾
石

西
山
孫
兵
衛

一
百
石

不
破
加
兵
衛

一
百
石

小
林
安
左
衛
門

一
百
石

篠
田
与
兵
衛

〆
千
九
百
五
拾
石

一
七
百
石

村
上
外
記

一
百
石

与
力

上
月
伊
左
衛
門

一
百
石

同

志
方
半
之
丞

一
百
石

同

林

六
兵
衛

〆
千
石

慶
安
三
年

（7）
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十
二
月
廿
日

久
松
十
郎
左
衛
門
印
形

吉
村
将
監
殿

吉
村
権
左
衛
門
殿

村
上
外
記
殿

と
あ
り
、
慶
安
三
年
の
家
督
相
続
の
際
に
発
給
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
史
料
で

あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
村
上

（
吉
村
カ
）
外
記
に
は
与
力
と
し
て
一
○
○
石
の
上
月

伊

（
為
）
左
衛
門
・
志
方
半
之
丞
・
林
六
兵
衛
が
付
属
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
ほ
か
に

七
○
・
五
○
俵
の
切
米
に
て
扶
持
を
与
え
ら
れ
た
与
力
が
九
名
ほ
ど
い
る
（

）。
さ
ら
に
、

こ
こ
に
見
ら
れ
る
吉
村
将
監
組
の
二
五
○
石
吉
村
儀
左
衛
門
組
・
吉
村
久
太
夫
、
一

五
○
石
小
林
清
右
衛
門
・
松
本
平
兵
衛
、
吉
村
権
左
衛
門
組
の
一
五
○
石
西
山
孫
兵

衛
、
一
○
○
石
不
破
加
兵
衛
・
小
林
安
左
衛
門
・
篠
田
与
兵
衛
は
、
吉
村
又
右
衛
門

宣
充
方
で
養
っ
て
い
た
浪
人
で
、
宣
充
死
後
に
召
し
出
さ
れ
た
と
あ
る（

）が
、
確
認
で

き
る
の
は
西
山
孫
兵
衛
の
み
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
寛
永
十
六

（
一
六
三
九
）
年

に
召
し
抱
え
ら
れ
て
以
後
も
慶
安
三
年
ま
で
は
与
力
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
上
級
家

臣
に
は
組
付
支
配
の
藩
士
と
は
別
に
藩
が
召
し
抱
え
た
与
力
・
足
軽
を
付
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

以
上
、
寛
永
期
か
ら
慶
安
期
の
定
綱
が
生
存
中
は
上
級
家
臣
の
内
、
数
名
は
地
方

知
行
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
家
臣
の
召
し
抱
え
の
状
況
や
与
力

の
存
在
と
も
関
連
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
地
方
知
行
制
の
存
在
は
、
定
綱
時
代
を

中
心
と
し
て
一
部
の
上
級
家
臣
の
知
行
形
態
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
年
貢
徴
収
権
な
ど
は
、
各
村
落
に
発
給
さ
れ
た
年
貢
割
付
状
か
ら
見
る
限
り
、

寛
永
十
二
年
の
定
綱
の
桑
名
入
封
当
初
か
ら
郡
奉
行
ら
特
定
の
人
物
に
よ
り
発
給
さ

れ
て
お
り
、
年
貢
割
付
状
の
様
式
も
同
様
で
こ
の
時
点
で
統
一
さ
れ
て
い
た
。
す
な

わ
ち
、
年
貢
徴
収
に
関
し
て
は
給
人
に
年
貢
の
決
定
権
は
な
く
そ
れ
は
藩
権
力
に
包

摂
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
給
人
と
村
落
百
姓
の
関
係
や
給
人
の
権
限
な
ど
は

現
時
点
で
は
不
詳
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

第
三
章

知
行
形
態
の
変
容

第
一
節

地
方
知
行
か
ら
蔵
米
知
行
へ

近
世
前
期
に
は
前
述
の
よ
う
に
上
級
家
臣
を
中
心
に
地
方
知
行
制
が
実
施
さ
れ
て

い
た
が
、
財
政
が
窮
乏
す
る
中
、
寛
文
元

（
一
六
六
一
）
年
に
は
質
素
倹
約
に
関
す

る
法
令
が
発
布
さ
れ
、
家
中
を
取
り
巻
く
状
況
が
変
容
し
て
き
た（

）。
さ
ら
に
こ
の
よ

う
な
状
況
が
激
変
す
る
出
来
事
が
起
こ
る
。
そ
れ
は
、
天
和
元

（
一
六
八
一
）
年
の

災
害
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
「
家
譜
」
に
は

〔
史
料
一
○
〕
（

）

今
年
七
月
廿
一
日
、
桑
名
大
風
雨
、
（
中
略
）

御
領
内
川
々
出
水
、
堤
押
切

田
畑
共
莫
太
之
御
損
毛
ニ
付
、
御
家
中
当
物
成
半
知
、
切
米
取
・
金
給
之
分
ニ

至
ル
迄
三
分
一
減
少
ニ
被

仰
付
、
猶
又
御
簡
略
ニ
付
御
従
士
其
外
小
役
人
・

年
寄
・
水
主
等
都
合
百
七
十
人
余
、
御
扶
持
被
召
放
御
暇
被
下
之
、
当
年

知

行
所
有
之
分
、
追
々
相
願
御
蔵
米
ニ
相
成
候
面
々
等
有
之

と
あ
り
、
損
毛
の
た
め
知
行
取
は
半
知
、
切
米
取
・
給
金
取
は
三
分
の
一
の
減
少
を

仰
せ
付
け
ら
れ
、
従
（
徒
）

士
・
小
役
人
・
年
寄
・
水
主
な
ど
一
七
○
人
余
の
俸
禄
を
召
し

上
げ
て
の
解
雇
、
地
方
知
行
取
か
ら
蔵
米
取
へ
願
い
出
る
も
の
が
見
ら
れ
た
。
こ
の

時
点
で
地
方
知
行
取
、
蔵
米
取
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

天
和
三
年
十
一
月
に
は
、
理
由
は
不
明
な
が
ら

「
今
年
御
家
老
久
松
治
兵
衛
ヲ
初

諸
士
百
人
余
御
追
放
、
或
ハ
永
之
御
暇
被
下
」
（

）
と
久
松
治
兵
衛
以
下
の
給
人
を
一
○
○

名
ほ
ど
追
放
す
る
か
、
永
の
暇
を
行
い
解
雇
し
て
い
る
。

宝
永
四

（
一
七
○
七
）
年
に
は
、
「
今
年
八
月
十
九
日
、
大
風
雨
御
損
毛
六
万
石

余
、
御
家
中
当
処
務
半
知
被

仰
付
、
猶
又
御
収
納
不
足
ニ
付
知
行
・
切
米
取
ニ
至

迄
引
方
被

仰
付
」
（

）

と
、
ま
た
し
て
も
大
風
雨
の
損
毛
に
よ
り
家
臣
の
半
知
、
知
行
・

切
米
取
の
引
方
を
仰
せ
付
け
ら
れ
て
い
る
。

宝
永
七
年
に
は
野
村
増
右
衛
門
事
件
が
あ
り
、
そ
の
影
響
で
定
重
は
桑
名
か
ら
高

（8）
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田
へ
転
封
を
命
じ
ら
れ
た
が
、
そ
の
翌
年
の
正
徳
元

（
一
七
一
一
）
年
に
は
、
知
行

制
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

〔
史
料
一
一
〕
（

）

今
年
御
所
替
ニ
付
段
々
物
入
、
其
上
桑
名
御
収
納
ニ
差
合
六
万
石
余
之
御
不
足

米
、
直
段
下
直
旁
以
必
至
御
差
支
ニ
付
、
御
家
中
是
迄
御
引
米
之
上
江
一
歩
通

引
方
被

仰
付

当
年

御
家
中
知
行
処
被
差
止
、
不
残
蔵
米
被

仰
付

桑
名
か
ら
越
後
国
高
田
へ
の
転
封
に
伴
っ
て
物
入
が
多
く
桑
名
時
代
よ
り
も
収
納

米
が
六
万
石
余
少
な
く
な
る
が
、
家
中
に
対
し
て
は
今
ま
で
の
引
米
か
ら
さ
ら
に
一

歩
差
し
引
く
こ
と
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
当
年

（
正
徳
元
年
）
よ
り
地
方

知
行
は
止
め
、
残
ら
ず
蔵
米
知
行
に
仰
せ
出
さ
れ
た
と
あ
り
、
こ
の
時
点
で
一
○
○

○
石
以
上
の
地
方
知
行
取
が
藩
に
よ
り
俸
禄
を
給
す
る

「
蔵
米
取
」
と
な
り
、
こ
れ

に
該
当
す
る
吉
村
家
な
ど
上
級
家
臣
が
蔵
米
取
と
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
地
方
知
行

制
が
廃
止
さ
れ
、
蔵
米
知
行
制
へ
と
転
換
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
近
世
前
期
の
定
重
時
代
の
天
和
期
か
ら
宝
永
期
に
か
け
て
は
、

風
水
害
等
に
よ
る
家
臣
団
の
解
雇
、
半
知
や
物
成
引
な
ど
が
あ
り
、
蔵
米
知
行
化
が

進
行
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
高
田
転
封
を
契
機
に
地
方
知
行
制
を
取

り
止
め
、
地
方
知
行
の
上
級
家
臣
も
蔵
米
知
行
制
と
し
た
。

第
二
節

蔵
米
知
行
制
へ
の
移
行
理
由

で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
知
行
形
態
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
の
か
。
最
も
大
き
な
理

由
と
し
て
藩
財
政
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。

元
禄
期
頃
に
は
桑
名
藩
が
莫
大
な
借
金
を
抱
え
て
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
。
例

え
ば
、
元
禄
二

（
一
六
八
九
）
年
に
は
七
○
○
○
両
、
同
五
年
に
は
一
万
五
四
○
○

両
余
、
同
六
年
一
三
四
三
両
余
、
同
九
年
六
一
○
○
両
弱
が

「
御
城
御
用
金
」
な
ど

の
名
目
で
御
用
商
人
か
ら
借
用
が
行
わ
れ
て
い
る（

）。
こ
の
ほ
か
に
も
元
禄
十
四
年
に

は
桑
名
城
の
火
災
に
よ
る
普
請
金
と
し
て
公
儀
よ
り
一
万
両
拝
借
し
て
い
る（

）。

こ
の
時
期
に
は
桑
名
藩
財
政
は
非
常
に
窮
乏
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
返
済
も
ま

ま
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
の
借
用
を
新
た
に
繰
り
返
す
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
元
禄

六
年
に
は
次
の
よ
う
な

「
添
証
文
」
を
作
成
し
て
い
る
。

〔
史
料
一
二
〕
（

）

添
証
文

一
御
納
方
去
申
之
御
物
成
之
積
り
を
以
帳
面
之
売
米
五
万
五
千
俵
ニ
而
候
、
若

御
納
所
致
不
足
米
直
段
も
上
り
不
申
帳
面
之
金
高
減
シ
候
ハ
ヽ
是
者
各
別
之

儀
ニ
候
間
、
外
ニ
五
千
俵
迄
之
御
不
足
米
其
方
取
替
申
約
束
ニ
候
、
右
御
不

足
米
御
取
替
申
候
以
後
米
直
段
宜
敷
売
出
シ
金
有
之
節
者
取
替
候
不
足
米
之

内
へ
相
渡
シ
勘
定
可
申
候

（
後
略
）

こ
こ
か
ら
は
物
成
米
を
借
用
金
の
引
当
と
し
て
保
障
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
看
取

さ
れ
る
。
ま
た
、
宝
永
七
年
に
は
同
五
年
の
駿
府
御
手
伝
普
請
に
際
し
借
用
し
た
元

金
・
利
息
が
四
万
八
八
一
両
余
に
も
な
っ
て
い
る（

）。

元
禄
末
期
に
は
藩
財
政
が
逼
迫
す
る
中
で
、
御
手
伝
普
請
も
重
な
り
、
最
悪
の
状

況
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
財
政
状
況
の
克
服
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
の
藩
の
対
応
が
宝
永
期
に
始
ま
る
。
宝
永

四
年
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
家
中
知
行
半
知
を
知
行
取
・
切
米
取
に
至
る
家
中
へ

触
れ
出
し
た
。
続
い
て
、
同
五
年
八
月
に
も

「
当
暮
御
家
中
物
米
之
内
ニ
而
弐
万
六

千
俵
程
ツ
ヽ
引
米
可
被

仰
付
旨
」
（

）

が
触
れ
ら
れ
、
家
中
物
成
の
内
か
ら
二
万
六
〇

〇
〇
俵
ほ
ど
の
引
米
が
な
さ
れ
た
。
宝
永
七
年
三
月
に
は
、
「
御
家
中
之
者
共
御
引

米
ニ
而
痛
ミ
申
候
旨
被
及

聞
召
ニ
付
、
当
暮
山
田
了
順
町
方
御
返
済
之
御
断
被

仰
付
、
御
家
中
江
代
所
務
可
被
下
候
、
来
暮
又
々
御
引
米
可
被

仰
付
候
」
（

）

と
、
引

米
が
家
中
財
政
に
痛
み
を
与
え
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
御
用
商
人
山
田
了
順
へ
の
返

済
を
猶
予
し
肩
代
わ
り
を
さ
せ
る
措
置
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
弥
縫
策
で

あ
り
、
翌
年
の
暮
に
は
再
び
引
米
を
仰
せ
付
け
る
と
あ
る
。

（9）
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結
局
の
と
こ
ろ
、
藩
財
政
悪
化
を
家
中
財
政
へ
転
嫁
し
た
た
め
、
家
中
財
政
も
悪

化
し
、
そ
の
こ
と
が
要
因
と
な
っ
て
、
家
中
の
中
に
は
藩
庫
か
ら
蔵
米
を
支
給
さ
れ

比
較
的
安
定
的
な
知
行
制
で
あ
る
蔵
米
知
行
を
希
求
す
る
者
が
あ
り
、
藩
は
転
封
を

機
に
す
べ
て
を
蔵
米
知
行
制
へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
ろ
う（

）。

お
わ
り
に

桑
名
藩
の
家
中
物
成
と
知
行
形
態
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て
み

た
い
。

桑
名
藩
の
知
行
形
態
は
、
一
部
の
地
方
知
行
が
い
た
も
の
の
、
そ
の
主
体
は
、
四

つ
物
成
の
蔵
米
知
行
取
や
切
米
取
・
扶
持
米
取
・
給
金
取
で
あ
っ
た
。
地
方
知
行
取

は
一
○
○
○
石
以
上
の
上
級
家
臣
で
藩
か
ら
の
与
力
の
付
属
や
足
軽
の
召
し
抱
え
が

見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
年
貢
徴
収
権
は
、
各
村
落
に
発
給
さ
れ
た
年
貢
割
付
状
か
ら

見
る
限
り
、
寛
永
十
二
年
の
定
綱
の
桑
名
入
封
当
初
か
ら
郡
奉
行
ら
特
定
の
人
物
に

よ
り
発
給
さ
れ
、
そ
の
様
式
も
統
一
さ
れ
て
お
り
、
年
貢
徴
収
に
関
し
て
は
給
人
に

年
貢
の
決
定
権
は
な
く
そ
れ
は
藩
権
力
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
地
方
知

行
取
の
権
限
は
脆
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
定
重
時
代
の
天
和
期
か
ら
宝
永
期
に
か
け
て
は
、
風
水
害
・
地
震
災
害
・

公
儀
普
請
等
に
よ
り
藩
財
政
が
悪
化
し
た
た
め
に
、
家
臣
団
の
解
雇
や
半
知
や
物
成

引
米
な
ど
を
行
い
、
藩
の
負
債
を
家
中
財
政
へ
転
嫁
し
た
。
そ
の
こ
と
も
影
響
し
、

地
方
知
行
取
の
中
に
は
藩
庫
か
ら
俸
禄
が
支
給
さ
れ
る
比
較
的
安
定
し
た
蔵
米
知
行

取
を
希
求
さ
れ
る
比
較
的
安
定
し
た
蔵
米
知
行
取
を
希
求
す
る
者
が
で
て
き
た
。
そ

し
て
、
宝
永
七
年
の
高
田
へ
の
転
封
を
機
に
地
方
知
行
制
が
廃
止
さ
れ
、
全
家
中
に

対
し
て
蔵
米
知
行
制
が
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

註
（
１
）
Ｊ
・
Ｆ
モ
リ
ス

「
近
世
領
主
制
試
論
―
下
位
領
主
を
中
心
に
―
」

〔
Ｊ
・
Ｆ
モ
リ
ス
・
白
川
部
達
夫
・
高
野
信
治
共
編

『
近
世
社
会
と
知
行
制
』
（
思

文
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
）
〕
。

ま
た
、
知
行
制
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
壽

『
近
世
知
行
制
の
研
究
』

（
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
七
一
年
）
、
川
村
優

『
旗
本
知
行
所
の
研
究
』
（
思
文

閣
出
版
、
一
九
八
八
年
）
、
同

『
旗
本
知
行
所
の
支
配
構
造
―
旗
本
石
河
氏
の
知

行
所
支
配
と
家
政
改
革
―
』
（
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
一
年
）
、

Ｊ
・
Ｆ
モ
リ
ス

『
近
世
日
本
知
行
制
の
研
究
』
（
清
文
堂
出
版
、
一
九
八
八
年
）
、
高
野
信
治

『
近

世
大
名
家
臣
団
と
領
主
制
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
）
、
笠
谷
和
比
古

「
知

行
制
と
封
禄
相
続
制
」
（
『
近
世
武
家
社
会
の
政
治
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九

三
年
）
な
ど
の
研
究
が
あ
る
。

そ
し
て
、
知
行
制
の
あ
り
方
を
総
括
し
、
問
題
提
起
し
た
Ｊ
・
Ｆ
モ
リ
ス
・
白
川

部
達
夫
・
高
野
信
治
共
編

『
近
世
社
会
と
知
行
制
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
九

年
）
以
降
、
高
野
信
治

『
藩
国
と
藩
輔
の
構
図
』
（
名
著
出
版
、
二
○
○
二
年
）
、

同

『
近
世
領
主
支
配
と
地
域
社
会
』
（
校
倉
書
房
、
二
○
○
九
年
）
、
浪
川
健
治
編

『
近
世
の
空
間
構
造
と
支
配
―
盛
岡
藩
に
み
る
地
方
知
行
制
の
世
界
―
』
（
東
洋
書

院
、
二
○
○
九
年
）
な
ど
の
研
究
が
み
ら
れ
る
。

（
２
）
金
井
圓

「
『
土
芥
寇
讎
記
』
に
お
け
る
幕
藩
体
制
の
一
表
現
―
地
方
知
行
の
残

存
を
め
ぐ
っ
て
―
」
（
『
藩
制
成
立
期
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）
、

Ｊ
・
Ｆ
モ
リ
ス

『
近
世
日
本
知
行
制
の
研
究
』
（
清
文
堂
出
版
、
一
九
八
八
年
）

な
ど
。

（
３
）
拙
稿

「
桑
名
藩
に
お
け
る
家
臣
団
構
造
と
形
成
過
程
―
近
世
前
期
松
平
定
綱

時
代
を
事
例
に
―
」
（
『
日
本
歴
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
二
年
）
。

（
４
）
拙
稿

「
桑
名
藩
家
臣
団
の
構
造
と
確
立
期
の
特
徴
―
久
松
松
平
家
藩
主
移
行

期
を
中
心
に
―
」
（
『
ふ
び
と
』
第
五
四
号
、
三
重
大
学
歴
史
学
会
、
二
○
○
二
年
）
。

（10）
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（
５
）
拙
稿

「
桑
名
藩
家
臣
団
の
給
知
制
に
つ
い
て
」
（
『
桑
名
松
平
伝
来
資
料
史
料

調
査
報
告
書
―
鎮
國
守
國
神
社
所
蔵
資
料
目
録
―
』
桑
名
市
教
育
委
員
会
、
二
○

○
四
年
）
で
、
桑
名
藩
の
知
行
制
に
つ
い
て
は
一
部
触
れ
た
が
、
十
分
に
検
討
で

き
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
本
稿
執
筆
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

（
６
）
桑
名
藩
に
関
す
る
研
究
は
、
中
田
四
朗

「
近
世
初
期
に
お
け
る
桑
名
藩
の
人

別
の
考
察
―
旧
庄
屋
天
春
家
文
書
の
な
か
か
ら
―
」
（
『
地
方
史
研
究
』
一
二
巻
二

号
、
地
方
史
研
究
協
議
会
、
一
九
六
二
年
）
、
田
中
彌

「
近
世
初
期
伊
勢
に
お
け

る
役
家
設
定
に
つ
い
て
」
（
『
三
重
史
学
』
創
刊
号
、
一
九
五
九
年
）
、
小
川
通
夫

「
近
世
後
期
農
村
に
お
け
る
階
層
分
化
に
つ
い
て
」
（
『
三
重
史
学
』
創
刊
号
、
一

九
五
九
年
）
、
『
桑
名
市
史
』
本
編
、
一
九
五
七
年
、
『
三
重
県
史
』
一
九
六
四
年
、

『
藩
史
大
事
典
』
第
４
巻
中
部
編
Ⅱ
東
海

「
桑
名
藩
」
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
八
九

年
）
な
ど
が
あ
る
が
、
『
桑
名
市
史
』
刊
行
後
、
家
臣
団
や
知
行
制
に
つ
い
て
本

格
的
な
資
料
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。

し
か
し
、
一
九
九
○
年
代
後
半
か
ら
は
三
重
県
史
編
さ
ん
室
の
資
料
調
査
の
成

果
に
基
づ
く
『
三
重
県
史
』
資
料
編
近
世
４
（
下
）
（
第
一
章
第
一
節
「
節
解
説
」
）

（
一
九
九
九
年
）
の
刊
行
、
桑
名
市
教
育
委
員
会
の
鎮
國
守
國
神
社
所
蔵
資
料
の

調
査
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
成
果
と
し
て
『
桑
名
松
平
伝
来
資
料
史
料
調
査
報
告
書
―

鎮
國
守
國
神
社
所
蔵
資
料
目
録
―
』
（
二
○
○
四
年
）
が
公
刊
さ
れ
た
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
資
料
調
査
に
基
づ
い
た
成
果
と
し
て
家
臣
団
に
関
す
る
研
究
は
、

註

（
３
）
拙
稿

「
桑
名
藩
に
お
け
る
家
臣
団
構
造
と
形
成
過
程
―
近
世
前
期
松
平
定

綱
時
代
を
事
例
に
―
」
（
『
日
本
歴
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
○
○
二
年
）
、
註

（
４
）

拙
稿

「
桑
名
藩
家
臣
団
の
構
造
と
確
立
期
の
特
徴
―
久
松
松
平
家
藩
主
移
行
期
を

中
心
に
―
」
（
『
ふ
び
と
』
第
五
四
号
、
三
重
大
学
歴
史
学
会
、
二
○
○
二
年
）
が

あ
る
。

さ
ら
に
、
近
年
の
桑
名
藩
研
究
と
し
て
磯
田
道
史

「
格
と
礼
の
秩
序
」
（
『
近
世

大
名
家
臣
団
の
社
会
構
造
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
○
○
三
年
）
、

小
川
和
也

「
近
世
前
期
・

『
牧
民
後
判
』
の
成
立
と

「
仁
政
」
思
想
の
確
立
―
伊
勢
桑
名
藩

主
・
松
平
定
綱
を
事
例
に
」
（
『
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
』
、
第
一
号
、
二
〇
〇

六
年
）
、
加
藤
淳
子

『
下
級
武
士
の
米
日
記
―
桑
名
・
柏
崎
の
仕
事
と
暮
ら
し
』

(

平
凡
社
新
書
、
二
○
一
一
年)

、
下
級
武
士
の
日
記

「
桑
名
日
記
」
「
柏
崎
日
記
」

を
用
い
て
待
遇
表
現
を
研
究
し
た
佐
藤
志
帆
子

『
近
世
武
家
社
会
に
お
け
る
待
遇

表
現
体
系
の
研
究
』
（
和
泉
書
院
、
二
○
一
四
年
）
な
ど
の
研
究
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

（
７
）
桑
名
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
秋
山
文
庫

「
定
綱
公
御
代
掟
御
條
目
御
可
書
出

之
留
桑
名
ニ
而
拾
一
万
石
余
之
時
御
極
」
（
享
和
三
年
）
。

（
８
）
拙
稿

「
近
世
前
期
に
お
け
る
桑
名
藩
の
農
政
の
一
端
―
松
平
定
綱
の
政
策
理

念
か
ら
―
」
（
『
地
方
史
研
究
』
第
二
八
七
号
、
二
○
○
○
年
）
。

（
９
）
「
松
平
定
綱
家
中
へ
掟

（
寛
永
十
九
年
十
一
月
朔
日
掟
条
々
）
」
（
『
三
重
県
史
』

資
料
編
近
世
２
、
二
○
○
三
年
）
、
八
三
頁
。

（
10
）
「
松
平
定
綱
家
中
へ
掟

（
五
月
十
七
日
掟
条
目
）
」
（
『
三
重
県
史
』
資
料
編
近

世
２
）
、
八
四
頁
。

（
11
）
「
松
平
定
綱
家
中
へ
掟

（
慶
安
元
年
十
一
月
廿
八
日
掟
）
」
（
『
三
重
県
史
』
資

料
編
近
世
２
）
、
八
六
頁
。

（
12
）
桑
名
藩
各
村
落

（
中
野
村
・
六
名
村
・
西
日
野
村
・
坂
本
村
）
の
年
貢
割
付

状
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
松
平
定
綱
の
入
封
後
の
寛
永
十
三
年
に
は
藩
主
導
の
も

と
定
式
化
し
た
年
貢
割
付
状
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）
桑
名
藩
の
格
式
に
つ
い
て
の
論
考
と
し
て
、
磯
田
道
史

「
格
と
礼
の
秩
序
」

（
『
近
世
大
名
家
臣
団
の
社
会
構
造
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
○
三
年
）
が
あ
り
、

そ
の
ほ
か

『
上
越
市
史
』
に
も
桑
名
藩
の
格
式
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、

藤
谷
彰
編
集

『
天
明
由
緒
―
桑
名
藩
士
の
来
歴
―
』
解
説

（
桑
名
市
教
育
委
員
会
、

二
○
○
八
年
、
以
下

『
天
明
由
緒
』
と
す
る
）
の
校
注
に
あ
た
り
、
格
式
に
つ
い

て
一
部
分
析
を
行
っ
た
。

（11）
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（
14
）
桑
名
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
秋
山
文
庫
「
三
和
録
」
上
（
天
明
四
年
）
。

（
15
）
註
（
６
）
磯
田
前
掲
書
。
『
天
明
由
緒
』
解
説
。

（
16
）
佐
々
木
潤
之
介

『
幕
藩
制
国
家
論
』
下
巻

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四

年
）
。

（
17
）
註
（
14
）
。

（
18
）
『
天
明
由
緒
』
「
三
輪
権
右
衛
門
元
辰
」
の
項
に
は
、
「
寛
永
十
三
於
桑
名
下
之

宮
村
高
合
千
石
被
下
置
」
と
あ
り
、
そ
の
村
落
を

「
下
之
宮
村
」
と
し
て
い
る
。

下
之
宮
村
は
、
大
矢
知
村
の
隣
村
で
あ
り
、
そ
の
点
で
信
憑
性
が
あ
る
。

（
19
）
津
・
紀
州
藩
と
も
地
方
知
行
制
を
実
施
し
て
い
た
が
、
そ
の
中
で
の
給
人
の

権
限
は
制
限
さ
れ
て
い
た
。
拙
著

『
近
世
大
名
家
臣
団
と
知
行
制
の
研
究
』
（
清

文
堂
出
版
、
二
○
一
九
年
）
第
二
部

「
知
行
制
の
展
開
」
で
も
ふ
れ
て
い
る
。

（
20
）
註
（
14
）
。

（
21
）
『
天
明
由
緒
』
で
確
認
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
六
代
祖
三
輪
弥
右
衛
門
元
継
に
は

「
自
分
支
配
之
足
軽
十
七
人
小
頭
平
兵
衛
、
是
ハ
横
村
百
吉
先
祖
ニ
而
御
座
候
、

御
中
間
十
人
被
下
置
」
と
あ
り
、
元
々
か
ら
自
分
支
配
の
足
軽
が
い
た
こ
と
、
一

○
人
の
中
間
が
付
属
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
足
軽
は
、
こ
こ
で

の
中
間
と
同
様

「
被
下
置
」
（
例
と
し
て

「
吉
村
又
右
衛
門
宣
充
」
）
と
表
現
さ
れ

て
お
り
、
定
綱
よ
り
付
属
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
元
禄
五
・
六
年
に
中
野

村
か
ら
武
家
奉
公
人
で
あ
る
中
間
と
し
て
藩
に
取
り
立
て
ら
れ
た
記
述
も
見
ら
れ

る

（
『
四
日
市
市
史
』
第
九
巻
史
料
編
近
世
Ⅱ
天
春
家
文
書
）
、
一
四
八
～
一
五
○

頁
。

（
22
）
桑
名
市
博
物
館
所
蔵

「
松
平
定
綱
公
御
代
分
限
帳
」
（
二
）
。

（
23
）
『
天
明
由
緒
』
「
元
祖
久
徳
左
馬
助
・
久
徳
新
助
」
の
項
。

（
24
）
吉
村
家
に
つ
い
て
は
、
桑
名
市
の
鎮
国
守
國
神
社
所
蔵
の
吉
村
家
文
書
に
よ

る
。
吉
村
家
の
来
歴
は
、
そ
の
概
略
を
示
し
て
お
く
と
、
初
代
吉
村
又
右
衛
門
は

安
芸
国
広
島
城
主
福
島
正
則
家
に
仕
官
し
て
い
た
が
、
改
易
後
一
時
本
多
美
濃
守
、

森
美
作
守
に
仕
え
、
寛
永
十
六
（
一
六
三
九
）
年
に
、
嫡
子
勘
右
衛
門
（
後
玄
蕃
）
、

三
男
権
左
衛
門
と
と
も
に
、
松
平
定
綱
に
三
人
合
わ
せ
て
六
五
○
○
石
で
仕
え
る
。

そ
の
詳
細
は
、
『
桑
名
松
平
伝
来
資
料
史
料
調
査
報
告
書
―
鎮
國
守
國
神
社
所
蔵

資
料
目
録
―
』
桑
名
市
教
育
委
員
会
、
二
○
○
四
年
）
の
吉
村
家
文
書
の
項
を
参

照
。

（
25
）
「
松
平
定
綱
家
中
へ
の
掟

（
寛
永
十
九
年
十
一
月
朔
日
掟
条
々
）
」
（
『
三
重
県

史
』
資
料
編
近
世
２
）
、
八
四
頁
。

（
26
）
松
平
定
綱
家
中
へ
掟

（
五
月
十
七
日
掟
条
目
）
」
（
『
三
重
県
史
』
資
料
編
近
世

２
）
、
八
四
頁
。

（
27
）
鎮
國
守
國
神
社
所
蔵
吉
村
家
文
書
Ｃ
14
―
９
―
７

「
〔
吉
村
又
右
衛
門
・
吉
村

勘
右
衛
門
・
吉
村
権
左
衛
門
分
知
行
目
録
〕
」
（
寛
永
十
六
年
）
。

（
28
）
同
右
、
Ｃ
14
―
９
―
20

「
目
録

（
広
永
村
・
山
村
・
埋
縄
村
知
行
に
つ
き
）
」

（
寛
永
十
六
年
）
。

（
29
）
同
右
、
Ｃ
14
―
９
―
８

「
〔
吉
村
将
監
へ
の
給
地
宛
行
状
写
〕
」
（
正
保
三
年
）
。

（
30
）
同
右
、
Ｃ
14
―
９
―
４

「
覚

（
吉
村
将
監
、
権
左
衛
門
、
村
上
外
記
組
家
臣

名
）
」
（
慶
安
三
年
）
。

（
31
）
『
天
明
由
緒
』
「
吉
村
又
右
衛
門
宣
充
」
の
項
に
は
、
林
ほ
か
三
人
以
外
に
、

村
上
五
右
衛
門
・
保
田
瀬
兵
衛

（
七
○
俵
）
、
島
田
平
左
衛
門

（
六
○
俵
）
、
山
羽

九
郎
兵
衛
・
太
田
治
郎
右
衛
門
・
小
島
為
兵
衛
・
山
路
四
郎
右
衛
門
・
酒
井
六
右

衛
門
・
豊
田
市
右
衛
門

（
五
○
俵
）
の
九
人
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
32
）
『
天
明
由
緒
』
「
吉
村
又
右
衛
門
将
監
」
の
項
に
は
、
こ
れ
ら
の
八
人
が

「
宣

充
方
ニ
養
置
候
浪
人
」
と
あ
り
、
続
け
て

「
宣
充
死
後
ニ
被

召
出
候
」
と
あ
る

が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
召
し
出
し
が
確
認
さ
れ
る
の
は
前
述
し
た
よ
う
に
西
山

孫
兵
衛
の
み
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
課
題
が
残
る
。

（
33
）
「
松
平
定
重
家
中
へ
定
」
（
『
三
重
県
史
』
資
料
編
近
世
２
）
、
八
八
～
八
九
頁
。

（
34
）
「
御
家
譜
一
」
（
『
上
越
市
史
』
別
編
５

藩
政
資
料
一
、
一
九
九
九
年
）
、
六

（12）
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（13）

二
四
頁
。

（
35
）
同
右
、
六
二
四
頁
。

（
36
）
同
右
、
六
三
二
頁
。

（
37
）
同
右
、
六
三
四
頁
。

（
38
）
桑
名
市
博
物
館
寄
託
山
田
家
文
書

「
借
用
申
金
子
之
事
」
（
元
禄
二
年
）
、
「
今

度
京
都
升
屋
太
郎
左
衛
門
同
久
兵
衛
御
金
元
仕
候
ニ
付
其
方
加
金
定
証
文
之
事
」

（
元
禄
五
年
）
、
「
添
証
文
之
事
」
（
元
禄
六
年
）
、
「
預
り
申
金
子
之
事
」
（
元
禄
九

年
）
。

（
39
）
『
桑
名
市
史
』
本
編

（
桑
名
市
教
育
委
員
会
、
一
九
五
九
年
）
、
一
八
三
頁
。

（
40
）
桑
名
市
博
物
館
寄
託
山
田
家
文
書
「
添
証
文
」
（
元
禄
六
年
）
。

（
41
）
同
右

「
御
借
用
金
之
事
」
（
宝
永
七
年
）
。

（
42
）（
43
）
鎮
國
守
國
神
社
所
所
蔵
「
立
極
法
令
一
」
。

（
44
）

拙
稿

「
津
藩
知
行
制
の
変
容
過
程
―
近
世
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
―
」

（
『
ふ
び
と

第
五
八
号
』
三
重
大
学
歴
史
研
究
会
、
二
○
○
六
年
、
拙
著

『
近
世

大
名
家
臣
団
と
知
行
制
の
研
究
』
清
文
堂
出
版
、
二
○
一
九
年
に
再
録
）
で
は
、

津
藩
の
事
例
を
検
討
し
、
藩
の
窮
乏
へ
の
対
応
と
し
て
、
家
中
へ
の
引
米
・
借
米
、

倹
約
の
徹
底
を
実
施
し
、
藩
の
負
債
を
家
中
へ
転
嫁
す
る
政
策
を
行
っ
た
こ
と
を

検
証
し
て
。
そ
の
こ
と
も
要
因
と
な
り
、
多
く
の
家
中
が
地
方
知
行
か
ら
蔵
米
知

行
へ
と
知
行
を
転
換
す
る
事
例
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況

は
、
津
藩
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
他
藩
に
も
適
用
で
き
る
と
考
え
る
。

〔
付
記
〕

こ
の
論
考
作
成
に
あ
た
り
、
鎮
國
守
國
神
社
、
桑
名
市
立
中
央
図
書
館
、
桑
名
市

博
物
館
を
は
じ
め
と
し
た
資
料
所
蔵
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
資
料
の
閲
覧
な
ど
多
大
な

る
便
宜
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
を
表
し
た
い
。


